
余市町新型コロナウイルス感染防止対策支援事業（冬の感染予防対策）補助金

町内に店舗を有し、対面サービスを実施する事業者が、新型コロナウイル

ス感染症などの感染拡大防止のために行う冬の感染予防対策に取り組
む経費の一部を予算の範囲内で補助します。

・空気清浄機（ウイルス対策可能なもの）
・CO2センサー（二酸化炭素濃度計等）
・加湿器
・非接触型手指消毒器、自動噴霧器等
・感染予防対策用消耗品 ※総額（税別）で２万円未満
（アルコール、消毒液、手袋、清掃用具等）

３｜ 対象経費

町内に店舗を有する中小企業及び個人事業主のうち、
①小売業、②宿泊業、③飲食業、④理美容等生活関連サービス業、娯楽業、
⑤その他の教育、学習支援業、⑥その他不特定多数の方と接触のある事業者を対象とする。
※ただし、同一事業で他の補助金等の交付を受けている事業者を除く

１｜対象事業者

・遅くとも令和3年1月２９日（金）までに上記３（対象経費）に掲げるものを導入し、支払
を完了させることができるもの
※ただし、交付決定前に着手した事業（4/1以降）でも対象となる可能性があるので、ご相談ください。

・対象経費の4／5以内（１事業者あたり補助金額は10万円上限（対象経費総額12万5千円以上）、
下限２万円（対象経費総額2万5千円以上））

余市町 経済部商工観光課
〒046-8546 余市町朝日町２６番地 2階
【電話】0135-21-2125（直通）
【FAX】0135-21-2144
【開庁時間】平日8:45～17:15（土日祝日を除く）

R2(2020).11.24 商工観光課

５｜ 手続きの流れ

４｜ 申請方法

余市商工会議所に
申請書類の確認を
依頼し、事業者確
認書を受領

ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3

余市町内の施設において、
冬の感染予防、備品購入
等の事業計画を作成。見
積書を入手

申請書類に
事業者確認書
を添付して郵送

指定口座へ
振込

冬の感染予防、備
品購入を実施し、
支払を完了

ステップ 5 ステップ 6 ステップ 7

実績報告書、発注、納品・検
収の状況が分かる書類、請求
書・領収書（各写し）等必要
書類を提出

町から交付
決定通知

ステップ４

①申請書（第１号様式）、②計画書（様式１）、③予算書（様式２）、
④見積書 ※２者以上 、⑤事業者確認書（様式３：会議所発行）、
⑥町税の滞納がない旨の申出書及び町税の調査閲覧同意書（様式４）
を役場へ郵送 ※必要に応じ、追加で書類提出をお願いする場合があります

＜受付期間＞
令和２年１２月１日（火）

から
令和３年１月１４日（木）

遅くとも令和３年３月
２日（火）まで

①～⑤は日本標準産業分
類に基づく分類

町内事業者か
らの購入が原則

令和３年１月
２９日（金）まで

余市商工会議所
〒046-0003 余市町黒川町３丁目１１４番地
【電話】0135-23-2116（直通）
【FAX】0135-22-5100
【開所時間】平日8:45～17:15（土日祝日を除く）

申請から１週間
程度

詳細は余市町HPを
ご覧いただくか、
下記までお問い合
わせください

冬の感染
予防対策

＜冬の感染予防対策＞
・基本的な感染防止対策
・換気対策
・保湿対策

２｜対象事業 ・室温が下がらない範囲で空気清浄機により換気の実施、基本的
な感染防止対策として、来店者用に非接触型自動噴霧器を設置。
・CO2センサーを設置し、二酸化炭素濃度をモニターし、適切な
換気により1000ppm以下を維持しながら、加湿器により湿度を
40%以上に維持し、こまめな拭き掃除の実施。 など

事例

４｜ 対象期間・補助額

「余市町新型コロナウイルス感染防止対
策支援事業補助金（三次募集）」
の受付期間を延長します！！

R2.11.30まで
R3.1.14まで

アクリル板の設置、
非接触体温計の導入等
に使えます。


